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大学院手当完全廃止を撤回させました！ 
～１月３１日（金）午前９時からの第３回団体交渉で～ 

 

 山口大学教職員組合は、人事給与マネジメント改革問題での第３回団体交渉を１月 31日（金）

午前 9時過ぎから 10時半過ぎまで行いました。これは、１月 14日（火）第 2回団体交渉結果を踏

まえて、1月 17日（金）に提出した交渉申し入れ（２頁に掲載）を受けて行われたものです。 

交渉には、大学側から田中人事労務担当副学長・多賀谷総務企画部長・久保人事課長等が出席し、組合側

は福田委員長・森下副委員長・滝野書記長・鴨崎参与（特別執行委員）等が出席しました。冒頭、福田委員

長が「業績評価結果にもとづく給与決定システムの導入について、何らかの対応が必要だとの大学側の立場

は認識している。しかしその財源を大学院手当完全廃止に求めることについては断固反対である」と述べま

した。 

業績評価実施要項案及び新年俸制導入については大枠で承認 
 これを受けて大学側から、「業績評価にもとづく給与決定システムと新年俸制の導入は、運営費交付金配

分額に直接反映する事項となっている。その点を理解いただき、財源問題は別として業績評価実施要項案及

び新年俸制の導入はお認めいただきたい。その上で、具体的な対案を示したい」との提案がありました。こ

の提案に対して組合は、「大学が文科省から業績評価制度導入を強く求められている状況自体は理解できな

いわけではない。その観点から、要項・新年俸制の大枠については了解した。ただし財源問題に連動する評

価基準の細目等は引き続き協議事項である。新年俸制の給与変動幅は縮小すべきである」と伝えました。 

 

月給制教員の大学院手当は存続させる 
～大学院手当からの財源捻出は大幅に縮小～ 

 続いて大学側から「新年俸制については大学院手当を業績給の原資とする、しかし月給制につ

いては、組合からの申し入れもふまえ、これまでの提案を撤回して捻出額を圧縮したい」とする

再提案がありました。具体的には、①大学院指導生がいる場合は、博士課程は調整給２とし修士

課程は調整給１とする（現行どおり）、②授業担当のみの場合はそれぞれ 1および 0に削減す

る、これによって業績給としてできる額は 3,600万円となるので、勤勉手当の一部と合わせて（具体的には

別途検討・提示の予定）原資としたい、とするものでした。 

 これに対して組合は、当初 1億８千万円と想定されていた大学院手当からの捻出額が大幅に圧縮されたこ

と自体は評価できるとし、大枠ではこの提案に沿って、今後実務的な折衝を始めることに合意しました。た

だし、授業担当のみの大学院担当者への調整給は減額となり、その点への配慮がぜひ必要であることを指摘

したところ、田中理事も「たしかに考える必要がある」と答えました。 

 今後は形を変えて存続される大学院手当及び勤勉手当の見直し等からの捻出額、業績の給与への反映の度

合いをどの程度とするか、といった点等についての折衝・協議を行うことになります。 

全教職員配布 
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